
生駒市５歳児健康診査事業の実施体制の整備等に関する懇話会（第２回） 会議録 

 

１． 日時 令和７年１月１５日（水）14:00～15:20 

 

２． 場所 セラビーいこまメディカル棟３階 研修室 

 

３． 出席者 奈良県立医科大学 野上氏 

        一般社団法人生駒市医師会 髙田氏 

生駒市立病院 金子氏 

社会福祉法人宝山寺福祉事業団 生活支援センターあすなろ 中井氏 

ことばの教室長（生駒小学校長）石村氏 

教育指導課 ことばの教室担当教諭 山田氏 

教育指導課 指導主事 池下氏 

幼保こども園課 指導主事 長崎氏 

幼保こども園課 指導主事 牧野氏 

健康課 発達相談員 戸井氏 

 

事務局 吉村子育て健康部長 

渋谷健康課長 

原木健康課課長補佐 

村田健康課母子保健係長 

楠本健康課員 

森井健康課員 

 

４． 傍聴者 １名 

 

５． 議事内容 

１） 開会 

２） 案件 

（１） ５歳児健康診査の実施について 

・事務局説明（資料１） 

・意見交換 

○５歳児健診の実施方法 

・身体面の健診をする上で、成長曲線を準備していただきたい。 

・身体面の診査票は作成するのか。あるいは、判定だけつける形になるのか。 

⇒原則は定期健診に則った内容であり、5歳児健診としては判定のみ。 

・実施内容は全園で標準化する必要がある。 

⇒こども家庭庁が示している診査票を活用し、示せるように検討する。 



・５歳児健診をした場合の園医への金銭的な評価はあるのか。 

⇒ある。具体的には、今後調整予定。 

・令和９年度の全園実施に向けて、どのようなスケジュールで進めていくのか。6月末ま

でに実施する定期健診までに全園巡回するのか。 

⇒保育園は定期健診が年２回あるため、秋以降の定期健診の実施に合わせて行う。健診

が年 1回の幼稚園では、早期に準備を進められるよう、実施方法を検討する。 

・所属園は、対象児全員分の問診票回答が必要か。 

⇒全 5歳児に実施する健診であるため、対象児全員の問診票回答が必要。 

・5歳児健診の結果を比較・検討したり、追跡調査できるような仕組みが必要。 

⇒健診結果は健康管理システムで管理しており、結果を評価していくことは可能。しか

し、就学後のデータは含まれないため、就学後のデータとどのように紐づけていくかは課

題である。 

・5歳児健診の結果はどのように通知するのか。 

⇒保護者への文書通知を検討している。健康課での発達検査の対象となる児へは、健康

課に連絡いただく旨を案内する。 

・結果通知後に保護者が支援に繋がらない場合は、所属園での支援が必要である。 

⇒保護者から健康課に連絡が入らないケースについては、所属園と連携しながら、必要

な支援に繋がるようにする。 

・要観察（所属園での支援）の場合も保護者に知らせるのか。 

⇒知らせる。児の様子や、就学を見据えてのこと、保護者の相談先等、保護者と共有する

必要がある。内容・方法等の詳細は、今後検討する。 

 

〇5歳児健診結果の活用について 

・健診結果は所属園での加配申請にも利用可能なのか。 

⇒健診結果のみで加配申請はできない。診断書等の従来通りの書類が必要。 

・就学指導委員会の書類は、5歳児健診結果を反映できるようなフォーマットにするべ

き。また、5歳児健診結果を小学校と情報共有できる仕組みが必要。 

・5歳児健診で支援が必要だと判定された児について、教育委員会が把握できる仕組み

が必要。 

・フォローアップ先であることばの教室も 5歳児健診結果を把握しておく必要がある。 

⇒教育委員会と情報共有する内容・方法を検討する。 

 

○集団方式での実施について 

・集団方式はどのように実施するのか。 

⇒具体的には決まっていないが、既に集団で実施している１歳 6か月児健診のイメージ

で考えている。５歳児健診では、集団活動での課題を実施し、その様子を観察する集団

観察も実施する。 

・児童発達支援センターに毎日通園している児については、事前の問診や健診の方法に



ついて、保護者・児の負担にならないよう取り計らって欲しい。 

 

（２） 健診後フォローアップ体制（案）について 

・事務局説明（資料２） 

・意見交換 

○フォローアップ体制への意見 

・モデル園以外に所属しているために５歳児健診を受診できない児やその保護者が、相

談できる体制整備が必要。 

・所属園が公立・私立のどちらであってもフォローアップを受けられる体制整備が必要。 

⇒現状の体制に加え、不安に感じている保護者が相談できる体制の強化に向けて、準備

を進めている。 

 

（３） その他 

○懇話会の今後の開催について 

・懇話会は今回で終了か。 

⇒今回で終了の予定。しかし、5歳児健診を実施して様々な課題が出てた際に、再度開

催する可能性はある。 

・5歳児健診について、継続して検討していくべきことは多数ある。実施後には、検証委

が必要であり、引き続き開催していただきたい。 

 

３）閉会 


